
憲法違反の戦争法案は
日本が海外で“戦争できる国”に！ 自衛隊だけでなく労働者も戦争にかり出される?!

廃案に
「戦争法案ノー」 空前の広がりへ

国会論戦で違憲性が次々明らかに

小池晃参院議員（共）：海上自衛隊

の内部文書で「武器の使用」は外国で

は「Use of Force」とある

岸田文雄外相：「武力の行使」という意

味だ

小池：攻撃中の米軍ヘリが海自空母で

給油することが可能か

中谷元防衛相：魚雷の射程外で行う

小池：世界中の誰がみても米軍と一体

だ (7月29日参院特別委）

井上哲参院議員（共）：海外派兵は

できないとは法文に書いていない

中谷元防衛相：海外での武力行使は法

理論としてはある (7月30日参院特別委）

自民県議も立つ 広島庄原市 2015年8月16日付
「しんぶん赤旗」日曜版

学生・青年 学者 弁護士パパ・ママ 労働者も戦争に巻き込まれる！？

憲法違反の海外での戦争で有事法制が発動―国民への徴用・挑発が

（安保法案）

●武器の使用＝武力行使●海外
での武力行使は法理論としてある

違法な戦争、国民の徴用・挑発のために働かされます。また、公立の医療機関、公

営の輸送機関やそこで働く労働者は優先的に徴用・挑発されることが予想されま

す。秘密保護法によって必要な情報を得たり住民に知らせることもできなくなります。

「沈黙は死、沈黙は戦争」（群馬の大学生）
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第９条 …国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争
を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

現在の有事法制はわが国に対する「武

力攻撃事態」と認定し国会承認によって

発動します。そうすると地方自治体や指

定公共機関（民間企業、政令で指定）に必

要な措置を実施する責務が課され（事態

法5，6条）ます。自衛隊法では病院・診療

所、輸送、土木建築などに関わる徴用・挑

発の規定も定めています。

戦争法案（安保法案）では他国への攻撃

で「存立事態」が起きたと判断すれば「武

力攻撃事態」と同様に有事法制を発動す

ることなります。日本が攻撃を受けてなく

ても自衛隊の海外

での戦争にために、

国民への徴用・挑

発がおこなわれる

危険が現実的なも

のとなります。

自治体労働者は

民間労働者は

アフガンやイラク戦争では派遣された自衛隊部隊の施設・装備の修理などのた

めに民間企業の技術者が系統的に派遣されました。この戦争法案によって、海外に

一緒に同行する民間労働者は直接攻撃を受ける危険は格段に高まります。



“正社員から派遣へ置き換え、派遣は生涯ハケンへ”

ルネサスで派遣法改悪先取り。正社員を派遣に

労働者派遣法改悪案を廃案に
６月19日、衆議院で自民・公明の賛成

で労働者派遣法の改悪案が可決され、

参議院で審議されています。派遣は「臨

時的・一時的」な業務に限る、「常用雇用

の代替」禁止という二つの大原則を根底

からくつがえす歴史的大改悪案です。

現行法では、企業が派遣労働者を受け

入れることができる期間制限は、専門的

な26業務を除いて原則１年、最長３年です。

それ以上雇いたい時は直接雇用としなけ

ればなりません。期間制限の目的は「常

用雇用の代替防止」です。

改悪案は、期間制限を事実上なくすも

のです（右図参照）。改悪されれば、正社

員から派遣への置き換えが進み、派遣労

働者は直接雇用や正社員への道が奪わ

れてしまいます。

派遣法改悪がどんな事態をもたらすか。

ルネサスではすでに正社員から派遣への置

き換えが先取り的におこなわれています。

早期退職に追い込まれた正社員や、無

理やり派遣会社に転職させれた正社員が、

会社に戻ってくる―。従業員を6割も減らす

リストラをすすめている半導体大手、ルネサ

スエレクトロニクスで起こったことです。
2015年6月11日付「しんぶん赤旗」より

はたの君枝衆院議員（南関東比例）

君嶋ちか子県会議員（中原区）

2015/5/8付「しんぶん赤旗」より

2015/7/9付「しんぶん赤旗」より
2015/6/6付「しんぶん赤旗」より

ルネサス・ＮＥＣ玉川事業場でリストラ反対を

訴える君嶋ちか子県会議員（2015/5/11）


